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第１回検討会における
意見とその対応

令和８年６月２日

徳 島 県

資料１

１．第１回検討会の振り返り

２. 委員意見の計画への反映状況

第２回徳島県海岸保全基本計画（改定）検討会
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１．第１回検討会の振り返り

資料１第２回徳島県海岸保全基本計画（改定）検討会
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現行海岸保全基本計画の変遷

徳島県海岸保全基本計画
の改定（令和8年度）

●気候変動の影響を考慮
●基本方針の変更に基づき
「海岸保全基本計画」を
見直し
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徳島県の海岸保全基本計画の改定

目標年次：2050年（今後２０～３０年後を見据えた計画へ）

計画改定の背景

２－１．計画改定の必要性

①気候変動・災害リスクの増大
 ◎平成30年台風21号による高潮被害が発生

 ●２１世紀末の2℃上昇シナリオ

 ●南海トラフ地震の発生確率の高まり

 「今後30年以内で60～90%程度」
 ●気候変動に伴う水災害の頻発化・激甚化

②社会環境やニーズの変化への対応

  ◎海岸保全基本計画の改定(H26.3)から１０年が経過

●ブルーカーボン生態系への着目

●希少な動植物の保護活動、アマモ場再生の取組、地

域主体の海岸清掃や海岸アドプトなどの活動が拡大

●「安心度UP」「魅力度UP」「透明度UP」をミッションとす

る徳島新未来総合計画による県土づくりを開始

●まちづくりとの連携

高潮による関西空港の水没状況 大浜海岸に上陸するアカウミガメ 清掃活動の様子

◎気候変動による影響を踏まえた津波・高潮に
対する防護水準などの見直しが必要

契機として

強風に流され関西空港連絡橋
に衝突したタンカー
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計画改定の考え方

○「気候変動を踏まえた災害対策への対応」と「社会環境やニーズの変化への対応」を図る観点から、

次に示す「計画策定方針」に基づき、徳島県が有する３沿岸の海岸保全基本計画を改定する。

○讃岐阿波沿岸と海部灘沿岸については、それぞれ香川県・高知県と調整を図りつつ計画を改定する。

＜計画策定方針＞

①当計画は、20年から30年後に相当
する2050年を目標年次とする。

②沿岸共通の「海岸保全に関する基本
理念」を掲げ、この基本理念の基に
各県毎に基本計画を策定し、住民・
自治体・県等が協力して目指すべき
方向に向け、取組を推進する。

③海岸事業を導入していく必要がある
海岸を「整備対象海岸」として抽出
し、整備の方向性を示す。

④「海岸保全基本計画」は、隣接県の
考え方を尊重し策定する。

海部灘沿岸

紀伊水道西沿岸

讃岐阿波沿岸 香川県と調整

高知県と調整

讃岐から阿波の豊かな自然と共生し、にぎわいがあり

安全で親しみのある海岸の創出

●気候変動や地域の課題に適応した防災対策（ハード・ソフト）の推進 【防護】

●安全で適菜海岸づくりと南海トラフ地震に備えた防災対策の推進 【防護】

●瀬戸内海の豊かな自然環境の保全と暮らしとの共生 【環境】

●自然とのふれあいによる親しみのある海岸の創出 【利用】

海部灘特有の自然と海岸利用の調和を図り、安心して暮らせる郷土の海岸づくり

●気候変動や地域の課題に適応した、防災対策（ハード・ソフト）の推進 【防護】

●日常の暮らしを守る施設整備と南海トラフ地震に備えた防災対策の推進 【防護】

●室戸阿南海岸国定公園等の貴重な海岸環境の保全と継承 【環境】

●海洋レクリエーションなどの海岸利用の促進と利用マナーの向上 【利用】

鳴門から阿南へ 暮らしを守り

自然と人が息づく 阿波の海岸づくり

●気候変動や地域の課題に適応した、防災対策（ハード・ソフト）の推進

【防護】

●安全で安心して暮らせるための海岸形成と南海トラフ地震に備えた防災
対策の推進 【防護】

●自然が息づく海岸環境の保全と暮らしとの共生 【環境】

●多様なニーズに対応しつつ自然にやさしい海岸利用の促進 【利用】

■各沿岸海岸保全に関する基本理念
隣県調整のうえ、
現行から修正なし
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２．委員意見の計画への
反映状況

資料１第２回徳島県海岸保全基本計画（改定）検討会



第１回検討会における主なご意見

テーマ１

テーマ２

テーマ３

避難時間の設定

水門・陸閘の遠隔化と樋門の
無動力化

海岸の放置艇対策

テーマ４

テーマ５

侵食対策

グリーンインフラ

テーマ７ 地域振興と防災対策との連携

２．委員意見の計画への反映状況

テーマ６ ブルーカーボン生態系の造成
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単位：ｍ（TP)【参考】気候変動を踏まえた徳島県海岸保全施設技術検討会の概要

高潮 津波

（ベストミックス）

テーマ１：新たな避難時間の確定
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■参考：今後の海岸保全施設整備の整備イメージ

地震発生から３５分間

▼避難時間３５分確保水位

▼L1津波の水位

▼L2津波の水位

避難所までの避難時間３５分

津波避難タワー等

海岸保全施設整備
第１波 第２波 第３波 第４波

３５分間の最大津波水位

これまでの津波対策

今後の津波対策（案）

今後の高潮対策（案）

▼海水面

▼海水面（気候変動による上昇）

▼L2津波の水位（２０５０年）
45分間の
最大津波水位

▼避難時間45分確保水位（2050年）

▼L1津波の水位（2050年）

避難所までの避難時間45分

津波避難タワー等

第１波 第２波 第３波 第４波

地震発生から45分間

海岸保全施設整備

①平均海面水位の上昇量

②潮位偏差の長期変化量
③波浪の長期変化量

▼２０５０年高潮水位※に対する施設整備高

※気候変動の影響（２℃シナリオ）
 により①、②、③をプラス

※津波より高潮が高い場合は「高潮対応」

前もって避難する

地 盤 改 良

テーマ１：新たな避難時間の確定
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新たな計画の方向性

【防護面】での基本方針（高潮・波浪）

●台風に伴う高潮・波浪に対する安全性の向上に努める。

●海面上昇や台風の巨大化など気候変動に伴う外力の変化に対しては、最新の知見を踏まえた指針等の改定

に注視する。

課題と現状

今後の対応方針（案）
■対象とする高潮

・高潮浸水想定において対象とする高潮は、

「最大クラスの高潮」である。また、堤防など

の海岸保全施設整備において対象とする高

潮は、「計画規模の高潮」であり、基本的な考

え方は以下のとおり。

【気候変動の影響（２℃シナリオ）】

（２１世紀末）

平均海面：３２ｃｍ上昇

計画高潮位：最大160ｃｍ上昇

（徳島県下最大値）

計画波浪：ほぼ変化なし

＜今後の海岸保全施設整備方針＞

■今回の２℃上昇シナリオに基づく推算から

得られた ２１世紀末（2100年）時点の海岸

保全施設の防護水準の内挿により、目標年

次（2050年）で満たすべき整備水準を各

海岸ごとに設定（高潮水位と津波水位（避

難時間確保）の水位のいずれか高い値）

■気候変動に伴う高潮等

    の水災害の頻発化・激甚化

・国より、都道府県策定の海岸保

全基本計画に気候変動の影響に

より増大する高潮等を反映する

よう通知

テーマ１：新たな避難時間の確定
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対応方針

【防護面】での基本方針（地震・津波）

テーマ１：新たな避難時間の確定

●比較的発生頻度の高い津波（設計津波：Ｌ１津波）に

対しては、段階的な対策を行うこととし、まずは、

「避難時間の確保」に必要な施設整備を進める。

●「避難時間」は、「設計津波（L1津波）の水位」に

対して、地震発生後における行動開始までの時間と避

難場所までの移動時間や増加する高齢者等、要配慮者

の移動を加味して、現行の「３５分」から「４５分」

変更する。

「避難時間の確保」に必要な施設整備

「設計津波の水位」に対する取り組み

１段階

２段階

段
階
的
な
対
策

設計津波から生命財産
を守るための取り組み

当面の整備高さ

避難時間の確保
に必要な施設整備

堤防高さ

現況堤防

段階的な対策

１段階

２段階

●地震・津波に対しては、住民や海岸利用者の生命を守ることを最優先とし、ハード・ソフト両面から防災

対策を推進する。海岸保全施設整備（ハード）では、南海トラフ地震の発生や気候変動等の不確実性を考

慮し、段階的に整備を行う。

委員意見

・東日本大震災の教訓として、避難時間を長く設定しす
ぎると忘れ物を取りに帰る等不都合がある。

・避難時間は４５分とし、早く広く整備を進めるのが
良い。

・津波は漁業者にとっても死活問題である
・早く整備してほしいため４５分が良い。



①避難場所までの距離
（km）

②避難速度 ③避難所までの
所要時間（分）
（①÷②×60）

④【採用】避難所までの
所要時間（分）
（③÷0.8※2）

備考

m/s Km/h

0.5※１ ０．７４ ２．６５※２ 11.3 14.1
（≓１５）

※１ 徳島県地域防災計画（H24.6月より）
・避難できる限界の距離

※２ 東日本大震災の実績より
 ・夜間の避難速度は昼間の80%

避難時間（３５分）＝避難行動開始時間（２０分）※＋避難所までの所要時間（１５分）
※中央防災会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 第１次報告書（H24.8.28）

「南海トラフ巨大地震 建物被害・人的被害想定項目及び手法の概要」より 避難開始時間：地震発生後１５分（夜間は＋準備時間５分）

＜現 状＞

①避難場所までの距離
（km）

②避難速度 ③避難所までの
所要時間（分）
（①÷②×60）

④【採用】避難所までの
所要時間（分）
（③÷0.8）

備考

m/s Km/h

０．５※１ ０．５※２ １．８ １６．７ ２０．９
（≓20）

※１ 水平避難を要する距離
※２ 市町村における津波避難計画

   策定指針（総務省消防庁）より
・身障者等の避難速度

０．０５※３ ０．２１※４ ０．７６ ３．９５ ４．９４
（≓5）

※３ 津波避難タワー等、垂直避難を要する
 距離

※４ 津波避難ビル等に係るガイドライン
（内閣府）より
・階段昇降速度（老人） 

計 ０．５※５ ー ー ー ２5 ※５ 徳島県地域防災計画（R6.1月より）

＜見直し（案）＞

避難時間（45分）＝避難行動開始時間（２０分）＋避難所までの所要時間（25分）

南海トラフ巨大地震の３０年以内発生確率が「６０～９０％程度以上」に見直されたことから、
「震災時の死者ゼロ」の実現に向け、最新の知見等を踏まえ、新たな避難時間を設定！

■参考：新たな避難時間の検討

確定
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テーマ１：新たな避難時間の確定
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＜水門・陸閘の管理運用体制について＞

●「水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化の取組を計
画的に進める。」

●「樋門の無動力化の取組を計画的に進める。」

＜放置艇対策について＞

●「また、放置艇は、船舶の航行障害、油の流出、
景観の悪化等の問題があるほか、津波、洪水等によ
り流出した場合、二次被害などが想定されるため、
港湾・河川・漁港等の関係者が一体となり「徳島県
放置艇削減計画」に基づいた対策に努める。」

【防護面】での基本方針（維持管理）

●水門、陸閘等の効果的な管理運用体制の確保に努めるとともに、津波・高潮等の発生時に水門、陸閘等の

開口部を迅速に閉鎖させるため、統廃合や常時閉鎖、自動化・遠隔操作化を推進する。

●津波や高潮に対する水防体制を強化するため、水防法に基づく「水位周知海岸」の指定を行っており、引

き続き水害の防止に努める。

●港湾には、公共・民間の多様な主体が集積しており、関係者が共通の目標等を定め、各々が施設の改良等

を行う「協働防護」の取組に努める。

●漁港漁村では、防波堤によって堤外地の水産関連施設や漁船等の被害の軽減・減災に努めるとともに、防

波堤と防潮堤を組み合わせた多重防護により、効率的かつ効果的に堤内地の人命や財産等の防災・減災に

努める。

委員意見

＜水門・陸閘の管理運用体制について＞
・東日本大震災では、操作者が亡くなり、消防団は
どのように活動すべきなのかが課題になった。

・水門・陸閘が閉まっていても、樋門が開いていれ
ば意味がない。

・今検討会において、樋門を含めてすべての門を閉
めることを考える必要があるのではないか。

＜放置艇対策について＞
・放置艇対策は河川を中心に計画を立て、実施して
いると思う。

・海岸においても放置艇をどうするのかを計画に記
載した方が良いと考える。

対応方針

テーマ２：樋門無動力化と放置艇対策
テーマ３：海岸の放置堤対策

基本計画に記載
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【防護面】での基本方針（侵食）

●侵食が進んでいる海岸では、モニタリングと気候変動の影響予測を組み合わせた順応的な対応に努める。

また、一部の海岸においては、河川の上流から海岸までの総合的な土砂管理に向け、海岸管理者と河川、

ダム又は砂防施設の管理者との連携を図る。

テーマ４：侵食対策

委員意見

対応方針

・砂浜の保全は長期的な視点となるが、非常に重要であ

る。

・徳島県でも砂浜の侵食が進んでいる所があり、砂浜の
再生については防災面、環境面の視点が重要である。

●「砂浜は、堤防等と同じく海岸を防護する施設とし

て管理すべき対象であるという認識のもと、適切な

維持管理に努める。 」

●「特に今津坂野海岸において、総合土砂管理の下、
健診的なモニタリングと予測を重視した順応的砂浜管
理に努める。」

基本計画に記載
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■粘り強い海岸堤防・緑の防潮堤

生物多様性の観点から環境の変化を考慮
して植栽樹種を選定する

既存マツ林

陸側 下段
高木性広葉樹

陸側 中段
抵抗性クロマツ

陸側 上段
トベラ、マサキ、
シャリンバイ

15

テーマ５：グリーンインフラ

委員意見

・「グリーンインフラ」を位置付けることも前向
きに考えてほしい。

対応方針

●「海岸保全施設近傍に存在する松林等とグリーンイ
ンフラとの総合的な施策について、関係機関と連携し
、最新の知見等の収集に努める。」 

基本計画に記載

○計画規模を超える津波に対する減災対策として、堤防が破壊、倒壊するまでの時間を少しでも長く稼ぐ工

夫により、堤防が全壊（完全に流出した状態）に至る可能性を低減。

○粘り強い構造の海岸堤防の１つとして堤防と一体的な盛土や植生を配置した「緑の防潮堤」
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【参考】社会環境やニーズの変化に対する県内の取組

■アマモ場の再生活動

・「藻場をおこす、未来をつくる」をコンセプトに藻場再生を軸にした取組（藻藍部プロジェクト）

を漁業者・民間企業・自治体の連携により展開（美波町）

・Jブルークレジット※に申請し、クレジット認証に向けて取り組んでいる。

※海洋生態系（藻場や干潟など）が吸収・貯留する炭素「ブルーカーボン」を定量化し、取引可能なクレジットとして

 認証する制度。運営主体はジャパンブルーエコノミー技術研究組合（JBE）

16

地元の小学生たちと藻場増殖資材を制作し海上に投入

対応方針

●海の生物の作用で海中に取り込まれる炭素（ブルーカー

ボン）を増加させ、CO2を削減するため、海草・海藻の

藻場の再生等に努める。

●ブルーカーボンはCO2の吸収源だけでなく、海洋環境改

善などの多面的効果を有することから、他部局と連携の

うえ、豊かな生態系の創出に資するよう努める。

委員意見

・海水温上昇による環境変化で藻場の減少が進んでいる。

・藻場の減少が進んでいるなかで、エッジの付いた種の付き
やすいブロック、人工リーフなどを使った藻場の育成、造成
を行ってほしい。

テーマ６：ブルーカーボン生態系の造成

基本計画に記載
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【防護面】での基本方針（ソフト対策）

●津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定や水防法に基づく高潮浸水想定区域の指定・公表、
ハザードマップやタイムラインの公表、県公式LINEでの防災情報発信などとともに、防災部局や市町村等
の関係機関との連携を強化することにより、津波・高潮に対する地域における実行性のある防災体制の確
立を図る。

徳島県公式LINEの活用

避難時間を確保するための河川・海岸堤防の整備
（ハード・ソフト対策のベストミックス）

17

対応方針

委員意見

・設計外力はハード（海岸施設）で対応するが、時間がかか
る。そのためにはソフト対策も必要。

・被害は内陸部にも広がっていくため、これらの整備はまち
の魅力、観光、環境、人口減少等との連携も必要で「まちづ
くりと防災対策の一体化」が求められる。

・幅広い関係者が連携する体制が必要であると考える。

●「地震・津波・高潮に対しては、住民や海岸利用者の生命
を守ることを最優先とし、ハード・ソフト両面から防災対策
、さらに内陸部を含めた総合的な防災対策を推進する。」

● 「観光等を始めとする他部局や民間事業者、市町との連携
・支援を通じて、地域振興や地域活動の活性化に寄与する海
岸利用を促進する。」

テーマ７：地域振興と防災対策との連携

基本計画に記載


	スライド 1: 第１回検討会における 意見とその対応
	スライド 2: １．第１回検討会の振り返り
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6: ２．委員意見の計画への 反映状況
	スライド 7: 第１回検討会における主なご意見
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17

